
ヤングケアラー支援の取り組みについて 

 

令和７年９月定例議会で承認された「浦安市ケアラー支援の推進に関する条

例（以下「条例」という。）」が、令和８年１月１日から施行されました。 

この条例は、すべてのケアラーの人権擁護と、健康で文化的な生活を営むこと

ができる地域社会の実現を目指すものであり、地域の多様な主体が連携し、ケア

ラー支援に関する施策を総合的に推進していくためには、多くの方にケアラー

に対する理解を深めていただきたいと考えています。 

 ケアラー支援は幅広い世代を対象としますが、その中には「ヤングケアラー」

と言われる子どもや若者も含まれていることから、市では、福祉部、健康こども

部、教育委員会などが連携し、ケアラー支援に取り組んでいます。  

  

1.ヤングケアラーとは 

条例に規定する「ヤングケアラー」とは、一般的に、本来、大人が担うと想定

されている家事や家族の世話等のケアを日常的に行っている18歳未満のケアラ

ーを言います。年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を背負うこと

で、本人の育ちや教育に影響することが懸念されます。 

 
                          こども家庭庁 HP 掲載 

 

２.ヤングケアラーの現状 

 少子高齢化、核家族化、共働き世帯の増加といった社会的な要因や、親の病気

や障がい、ひとり親家庭の増加、経済的困窮、外国語といった家庭内の要因が複

合的に絡み合い、ヤングケアラーとなっている現状があります。 

なお、子どもたちの中には、ヤングケアラーであるという認識がなかったり、

家族の問題を他人に知られたくないとの思いから、家族内に留めてしまう場合

もあり、支援が必要であっても表面化しにくい状況です。 
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３.ヤングケアラーが直面する課題 

①学業への影響 

 介護や家事の負担が大きく、学校を休みがちになり成績が低下することがあ

ります。また、進路の選択が制限される場合があります。 

②心理的負担 

 介護等への責任感やストレスから、精神的に孤立しやすい状況にあります。 

③生活の制限 

 自由時間が少なく、友人関係や趣味活動が制限される場合があります。 

④過重な社会的責任 

 通訳や契約行為に立ち会うなどした際に、年齢に見合わない社会的責任を負

う場合があります。 

 

４.ヤングケアラーへの支援  

 これまでも、関係機関との連携によりヤングケアラー支援に取り組んできま

したが、令和７年度からは、こども家庭支援センターに「ヤングケアラーコーデ

ィネーター」（心理職）を配置し、各家庭の状況に合った支援に繋ぐことができ

るよう、更なる支援強化に努めています。 

※令和７年 12 月末実績 １世帯（６回）の家事支援 
 
 また、表面化しにくいヤングケアラーの早期発見に向け、当事者の意向に配慮

しながら、市と市民、保護者、事業者、学校及び関係機関が相互に連携を図り、

包括的かつ継続的な支援ができるよう取り組んでいきます。 

 

 

＜委員の皆様へ＞ 

ケアラーの役割は誰もが何らかの形で担う可能性がありますが、特定の人にのみ、

過度に身体的・精神的な負担を負わせることは避けるべきです。特に、子どもが本来

守られるべき権利を侵害されてまでのケアは、避けなければなりません。 

そのため、条例の制定には、「ケアラーが孤立することがないよう社会全体で支え

ること」や「こどもの適切な教育の機会の確保・こどもがこどもでいられる社会の構

築」を推進するなどのねらいがあります。 

 委員の皆様には、ヤングケアラーについて、またはその支援に関することなど何で

も結構です。意見・ご感想などをお聞かせいただければと思います。 


